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第９号

「阿武隈川上流遊水地群整備事業」について意見交換会を実施します！

畑井出張所長

今年５月末～６月初旬、地域住民の皆さまへ「阿武隈川上流遊水地群整備事業に係る計画の提案説明会」を開催。

説明会を受け、３町村（鏡石町、矢吹町、玉川村）各役場により住民の皆さまのご意向を把握するためのアンケート

形式の調査が８月末までされたところです。

福島河川国道事務所では、今後、各役場より情報提供を得て、住民の皆さまのご意向を把握し、これまでの説明に

対する疑義や今後の予定等について、直接皆さま方と対話形式にて意見交換する場を設けさせていただきます。

この地域の治水計画がなぜ遊水地としなければならないのか、他に手法はないのか

下流流域のためになぜこの地域が苦労を強いられるのか、下流でできることはないのか

昨年の説明会では、営農の継続が可能な遊水地の整備方式についても選択の余地があったが、
なぜ、今回は土地を譲り渡さなければならないのか

国は、住民の意向を踏まえて計画に反映するという説明をしながら、
計画を見直す余地をもたないのではないか

住宅や農地の移転先がない。どのように進めたら良いのか

この他、多くの課題について、現時点で説明できうる限りの話し合いをさせていただきます。

今後も継続して皆さま方のご不安やご不明な事項について、説明や意見を交わす場を設けて参ります。

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

９月１５日～10月初旬まで、玉川村地区

(各組毎)の開催を予定しております。

鏡石町及び矢吹町においても、意向調査

の情報提供を頂き次第、順次、意見交換

会の場を準備させていただく予定です。

これまでの意見交換会では、

～認定農業者営農に関する意見交換会開催の様子～（8/3玉川村）

（中面）今後の事業概要予定、緊急治水対策プロジェクト実施状況 ▶▶

補償金は、いつ、
どのくらい
もらえるの？

いつまでに
移転しなくて
はいけない
の？

遊水地の範囲は
いつ決定するの？

いつまで作付け
して良いの？

範囲の境目に
自宅があるん
だけど･･･

作物によって収
穫の時期が違う
けど・・・

移転先は自分で
探すの？探して
くれるの？

金額が分からないと
何も考えられない！

ご要望に応じて、意見交換会を開催
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月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

説
明
会

遊水地事業計画の説明・意向把握
（相談会の開催、施設設計の説明）

調
査

地質調査（堤防敷）

地下水調査

環境調査

設
計

遊水地の設計
　・周囲堤・囲繞堤・越流堤の設計
　・排水施設・流入・排水樋門の設計
  ・地内道路・橋梁設計
　・支川処理の設計
　・遊水地模型実験　ほか

＊主に農地＊(一部宅地を含む)
用地調査　（測量、土地価格の算定）

＊主に農地＊（一部宅地を含む）
用地協議　（補償内容、移転先など）

＊主に宅地＊
用地調査　（測量、土地価格の算定）

＊主に宅地＊
用地協議　（補償内容、移転先など）

工
事

遊水地工事　（説明、工事開始）

利
用

遊水地内利用計画
（地域との協働作業）

令和１０年度

令
和
３
年
度
用
地
調
査
予
定
の
農
地
の
補
償

令
和
４
年
度
用
地
調
査
予
定
の
宅
地
の
補
償

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度～令和９年度

契約した年度末までは現在地での営農継続・契約いただいた方々は、順次、代替地などでの営農再開

説明会 意向調査・相談会の開催 設計説明会 意向調査・相談会の開催 工事説明会 意向調査・相談会の開催

現在の堤防箇所等一部地
質調査開始

ボーリング
調査等

地下水位計設置・観測・解析

河川内の動植物調査

測量・ボーリング調査・施設概略設計・施設詳細設計

土地価格
の算定

協議開始（補償内容・移転先の調整ほか）

土地価格
の算定

用地調査

協議開始（補償内容・移転先の調整のほか）

工事説明 工事開始、用地協議により土地をお譲りいただき、移転が済んだエリアより準じ工事を開始する予定

移転先の確保、住宅の完成された方から順次移転開始

地域の意向把握、リーダーの選出、地域振

興ビジョンの集約モデルケースの視察
住民参加によるワークショップ、利活用協議会の開催、シンポジウムの開催、利活用モデルケースの試行・実験ほか

事業工程については、今後の調査状況などによ

り、変更する可能性もあります。

【概略工程予定】

《営農時期》

《移転時期》

随時、相談会の開催

用地調査

「測量・地盤調査」

遊水地をつくるための基礎資料とするため、

周囲堤、囲繞堤、樋門などの施設計画予定地

周辺の地内ボーリング調査を実施。

収集・調査・図面の作成を行います。

合わせて、地下水調査（年間位況調査）実施。

設計に基づき、

周囲堤、囲繞堤、樋門

などをつくります。

計画から工事まで

多くの方のご協力に

よって、遊水地が

できあがります。

地域の皆さまに、

「遊水地の設計」説明。

ご意見や質問をお願い

します。

「遊水地の設計」

測量図面や収集した資料をもとに

周囲堤、囲繞堤、樋門などの設計を

行います。

「用地の調査」

遊水地工事に必要な土地

・建物の調査を行います。

その際、隣接地との境界

確認のため、地権者の皆さ

ま立会をお願いします。

「補償内容の説明・確認」

地権者の皆さまに補償などについて説明を

行い、了解いただいた方には、契約締結をお

願いします。

事業用地を引き渡しいただいた後、補償金の

支払いを行います。

「補償内容の説明・確認」

地権者の皆さまに補償などについて説明を

行い、了解いただいた方には、契約締結をお

願いします。

事業用地を引き渡しいただいた後、補償金の

支払いを行います。

「用地の調査」

遊水地工事に必要な

土地・建物の調査を行

います。

その際、隣接地との

境界確認のため、

地権者の皆さまに

立会をお願いします。

地域の皆さまに、

「遊水地の工事」説明。

ご意見や質問をお願

いします。

工事の方法、

工事期間などの

説明を行います。

阿武隈川上流遊水地群整備事業の概略工程とご協力のお願い （概ね10年間の予定）

注）「農地の補償」

皆様それぞれ諸事情に応じて協議をさせていただきますので、

時期についてはこの表の予定と相違する場合がございます。

その他、代表的な各ケースについては、次の農地補償について

地域の皆さまに、

「遊水地の事業計画」

説明。ご意見や質問を

お願いします。

注）「宅地の補償」

皆様それぞれ諸事情に応じて協議をさせていただきますので、

時期についてはこの表の予定と相違する場合がございます。

《 凡例 》

皆さまにご協力いただく項目

事業工程の項目
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月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

（
宅
地
＋
農
地
・
代
替
地
有

）

Ｅ
さ
ん
の
場
合

（
早
期
住
家
移
転
希
望

）

Ｃ
さ
ん
の
場
合

（
農
地
の
み
代
替
地
有

）

B
さ
ん
の
場
合

（
農
地
の
み
代
替
地
無

）

A
さ
ん
の
場
合

（
宅
地
＋
農
地
・
代
替
地
有

）

Ｄ
さ
ん
の
場
合

代表的なケース（想定）
令和８年度～令和１０年度令和７年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

算定用地調査（宅地）

移転先での新生活

《営農時期》

算定用地調査

代替地選定

用地協議 契約・土地引渡

移転先での営農継続移転先準備

契約・土地引渡用地協議

《営農時期》

代替地選定（農地） 移転先での営農継続移転先準備

代替地選定（宅地） 移転先建築・引越

用地調査（宅地）

移転先での生活移転先建築・引越

算定

（宅地）代替地選定 移転先での新生活移転先建築・引越

協議 契約・土地引渡

【Ａさんの状況】

・Ｒ３年度 用地調査（農地）

・農地だけを所有

・代替地不要

・契約内容について了解

【Ｂさんの状況】

・Ｒ３年度 用地調査（農地）

・農地だけを所有

・代替地を希望

（代替地選定に時間を要する）

・契約内容について了解

【Ｃさんの状況】

・Ｒ３年度 用地調査（宅地・農地）

・住家と農地が移転対象

・家の事情で、すぐに住家の

移転をしたい

・農地の代替地不要

・契約内容について了解

《営農時期》

《営農時期》

【Ｄさんの状況】

・Ｒ３年度 用地調査（農地）

・Ｒ４年度 用地調査（宅地）

・住家と農地が移転対象

・代替地を希望

（代替地選定に時間を要する）

・契約内容について了解

用地調査（農地）

【Ｅさんの状況】

・Ｒ３年度 用地調査（農地）

・Ｒ４年度 用地調査（宅地）

・住家と農地が移転対象

・代替地を希望

（移転地の分譲地の完成まで

時間を要する）

・契約内容について了解

代替地選定（農地）

移転先に決めた分譲住宅地の工事

《営農時期》

移転先での営農継続移転先準備

現在地での営農継続

現在地での営農継続

現在地での営農継続

現在地での営農継続

現在地での営農継続

用地調査（農地）

算定用地調査

算定用地調査

協議 契約・土地引渡

契約・土地引渡用地協議

この表は、契約時期と営農継続可能な時期（移転期限）について、

代表的なケースを挙げて説明しているものです。

実際は、皆様それぞれの事情がありますので、このスケジュール表と

多少合わないところがあると思います。

よって、用地協議を行う際に、皆様の事情等についても確認をさせて

いただいたうえで、契約時期や移転期限についても調整させていただき

たいと思います。

※ 遊水地において工事を急ぐ箇所については、

早期の契約をお願いすることもあります。

前金７割 後金３割

前金７割 後金３割

前金７割 後金３割

前金７割 後金３割

物件撤去★

物件撤去★

物件撤去★

物件撤去★

物件撤去★

（＋旧住家撤去）

（＋旧住家撤去）

（＋旧住家撤去）

農地補償の代表的なケース
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阿武隈川緊急治水対策プロジェクト実施状況

堤防決壊箇所等、被災した河川管理施設の「災害復旧」、「堤防整備」等の早期完成、「河道掘削、樹木
伐採」等、本川の水位を低下させる対策、支川における堤防強化等の治水対策を推進中です。

河道掘削（郡山市日和田町）

護岸復旧（郡山市阿久津町）

東北地方整備局 福島河川国道事務所

阿武隈川上流緊急治水対策出張所

０２４８-６３-９９６６
（受付時間｜平日8：30～17：15）

【阿武隈川上流遊水地群整備のお問い合わせ先】

福島河川国道事務所
公式twitter

阿武隈川緊急治水
対策プロジェクトHP

H
P

S
N
S

阿武隈川全体プロジェクトによる事業効果（イメージ）

河道掘削（本宮市本宮）

河道掘削（郡山市阿久津町）

河道掘削（伊達市伊達）

工事前（2020年10月）

工事後（2021年5月）

漏水対策（二本松市舟石）

工事後（2021年6月）

工事前（2020年10月）

工事前（2019年10月） 工事後（2021年5月）

（注） 一部、本プロジェクトの対象ではないものの、
阿武隈川の治水に資する工事も含まれます。

堤防整備

河道掘削

市町村本庁

直轄河川
管理区間

遊水地整備

【 位置図 】

阿武隈川

《 凡例 》
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阿武隈川
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阿武隈川
工事前
（２０２０年10月）

工事後
（２０２１年４月）阿武隈川

工事後
2021年６月

阿武隈川

工事後
2021年７月

阿武隈川
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